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「河川法の施行について」の一部改正について 

 

発電水利使用の許可期間については、従来より、「河川法の施行について」（昭和４０年６月２９日建設

省河発第２４５号河川局長通達）別添第１の標準水利使用規則の右欄中第８条に関して記載する事項（一）

に基づき、「許可期間は、原則として、発電のためにする水利使用についてはおおむね３０年」として取り

扱ってきたところである。また、「一級河川における発電水利使用の許可期間について」（平成１４年１１

月２７日国河政第７１号・国河環第７４号水政課長・河川環境課長通達）により、「おおむね３０年」の原

則に当てはまらないものを類型化して示したところである。 

今般、気候変動による河川の流況の変化が予想されるとともに、国民の環境やクリーンエネルギーへの

関心が高まる中、河川環境や水利使用状況等の定期的なチェックや審査を通じて、適正な河川管理を確保

することが求められている現状に照らし、発電水利使用の許可期間については、平成２１年４月１日以降

に新たに許可し、又は許可更新する発電水利使用から、原則としておおむね２０年（当初許可から１００

年を経過したものは１０年）とし、１０年目に必要な報告を求めることとした。 

これに基づき、「河川法の施行について」について、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏のな

いようにされたい。 



 

記 

 

一 「河川法の施行について」（昭和４０年６月２９日建設省河発第２４５号河川局長通達）の別添第１の

標準水利使用規則を次のとおり改正する。 

１．「○○地方建設局」を「○○地方整備局」に、「○○地方建設局長」を「○○地方整備局長」に改め

る。 

２．右欄中第８条に関して記載する事項（一）を「許可期間は、原則として、発電のためにする水利使

用についてはおおむね２０年（当初許可から１００年を経過したものは１０年）、その他の水利使用

についてはおおむね１０年とする。」に改める。 

３．左欄中第１２条の次に、次の一条を加える。 

第１２条の２ 水利使用者は、次の事項について１０年間分の測定結果、実施状況等をとりまとめて、

○○年度末（当初許可時又は許可更新時から１０年目となる年度の年度末を記載）までに、これを

○○地方整備局長に報告しなければならない。 

①河川流量 

②取水実績 

③維持流量の放流状況 

④河川法許可に係る手続きの遵守状況 

⑤工作物の工事履歴 

⑥洪水時の対応状況 

⑦異常渇水時の対応状況 

⑧その他必要な事項（特段の許可条件が付されている場合の対応状況等） 

４．左欄第１２条の２に関して記載する事項として、以下を加える。 

(一) 左欄第１２条の２は、発電のためにする水利使用で許可期間をおおむね２０年とする場合に記

載するものとし、それ以外の場合には原則として記載しない。 

(二) ○○地方整備局長は、左欄第１２条の２の報告内容について、河川流況の変動、水利使用の適

正性等河川管理上の観点から必要な確認を行った上で、経済産業局長及び関係都道府県知事に送付

することとする。 

 

二 その他関連通達の改正については、追って別途通知する。 

 

三 本通達による改正後の発電水利使用の許可期間の取扱い等については、平成２１年４月１日以降に新

たに許可し、又は許可更新する発電水利使用から適用する。 


